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専門家派遣環境学習都市宣言
ホニアラ市パートナーシップ委員会が発足

JICAソロモン諸島支所
上垣素行所長

　日本国兵庫県西宮市よりご挨拶申し上げます。
　この度は、ホニアラ市において環境学習都市宣言記念式典の開催、心よりお喜び申し上げます。
　本市におきましても、２００３年に環境学習都市宣言を行い、市民、事業者、行政の参画と協働の元、持続可能
な社会の実現に向け様々な施策に取り組んでまいりました。
　貴市におかれましても、「ホニアラ市パートナーシップ委員会」を軸に、持続可能なまちづくりを推進し、次代を
担う子供たちへの環境学習活動を体系的・継続的に実施するための体制づくりを進めてこられたことに心から敬
意を表します。
　９月には本市へご訪問いただき、大変有意義なひとときを過ごすことができました。今後も環境学習都市宣言
を行っている両市がそれぞれ広域的な役割を認識しあい、持続可能な社会の実現に向けた活動を共に推進して
いきたいと思います。
　本市では、米国バーモント州バーリントン市と「環境学習を通じた持続可能なまちづくり」をキーコンセプトに
都市間交流を行っており、ホニアラ市とも同様の取り組みを進めていくことができればと考えています。
最後になりましたが、今日ご参集、ご参加いただきました皆様方の今後のご活躍を心からお祈りをさせていただ
きまして、お祝いの言葉とさせていただきます。 
　本日は、まことにおめでとうございました。

　「子どものための学習と環境活動（LEAF）プロジェクト」による官民協力による環境学習活動の推進を通じて、
持続可能な地域開発のためのホニアラ環境学習都市宣言のこの記念式典に出席できることを光栄に思います。
　この宣言は、環境問題に持続可能な方法で取り組むために、ソロモン諸島の首都ホニアラ市による意向表明
ですが、その影響はソロモンの全国全体に及びます。また、太平洋地域での最初のイニシアチブであり、この地
域の将来において非常に重要になると思います。
　このプロジェクトを通じて、環境学習都市のモデルでもある日本の西宮市での宣言と環境開発に関する経験
と知識を生かしながら、ソロモンの環境問題に取り組んでいただきたいと思います。
　この宣言に関連するイベントとして、私は先週開催されたJICAと日本大使館のボランティアと一緒に市の清掃
活動にも参加しました。とても暑い場所での活動でしたが、ホニアラの町が本当にきれいになっているので気分
が良くなりました。ホニアラ市内の多くの人々がこの活動に参加することで、ゴミが今後ますます減少することを
期待しています。日本では、清掃活動は社会への貢献だけでなく、その地域に住み行動する人々への使命として
認識されており、個人の精神的な実践としても認識されています。
　現在、LEAFが現在ホニアラ市とJICAの草の根プロジェクトとして取り組んでいる持続可能な地域開発のため
の官民協働による環境学習推進プロジェクトでは、市民、企業、政府によって設立されたホニアラ官民協働会議
に焦点を当てています。
　私たちは、国内の次世代をリードする子どもたちのための環境教育と学習活動を継続的に実施するためのシ
ステムの確立を通じて、ホニアラ市の持続可能な地域開発を促進しています。この宣言を通じて、ホニアラ市が
より環境に優しい都市になり、若い世代がこの宣言から恩恵を受け、環境を学ぶより前向きな機会を持つことを
願っています。
　最後に、LEAFと共に環境問題に取り組むホニアラ市役所の継続的な貢献に感謝します。
　この宣言は、有効性と持続可能性を倍増すると信じています。

　　　　　　　　パートナーシップ委員会設置要綱
（趣旨）
　第１条　この要綱は、市民、事業者、行政の協働による環境学習を通じた持続可
　能なまちづくりを進めるための協議体としてホニアラ市環境まちづくり推進パー
　トナーシップ委員会（以下「パートナーシップ委員会」という。）を設置するに
　あたり、その設置および運営に関して必要な事項を定めるものとする。
（所掌事務）
　第２条　パートナーシップ委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌するものとす
　る。
　(1)市民、事業者、行政の参画と協働による環境まちづくりの推進に関すること。
　(2)環境学習プランなどの環境施策の推進状況の把握及び継続的改善に関するこ
　　と。
　(3)環境学習プランの改定や環境学習都市宣言の策定などに関すること。
（組織）
　第３条　パートナーシップ委員会は、委員15人以内で構成し、次に掲げるもので
　組織する。
　(1)市民・地域団体関係者　(2)産業界代表　(3)学識経験者
　(4)行政関係者　(5)その他市長が必要と認める者
（任期）
　第４条　委員の任期は２年とする。２回を限度として再任することができる。
　ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす
　る。
（役員）
　第５条　パートナーシップ委員会に委員長及び副委員長を置く。
　２　委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

　「草の根事業フェーズⅠ」において、家庭ごみの減量をテーマにした取り組みの第一歩を、市民・事業者・行政の協働組織
「ホニアラ市官民協働会議」を設置することから始め、様々な取り組みを3年間行いました。この流れを受け、フェーズⅡでも
官民協働を基盤に環境学習プログラムの推進を打ち出し活動を始めましたが、2年目を迎えた段階でホニアラ市からホニ
アラ市主導よる官民協働組織を立ち上げたいという申し出がありました。
　ホニアラ市における官民協働の取り組みを定着させるためにも、この申し出は
極めて重要であると考え、LEAFの呼びかけによる「ホニアラ市官民協働会議」を発
展的に解消し、ホニアラ市主導の「ホニアラ市パートナーシップ委員会」を設置す
ることになりました。市長を筆頭にホニアラ市の上層部が「官民協働」という考え
方をまちづくりの中に導入してくれたことはプロジェクトにとっても大きな成果で
あると考えています。

■経緯

　３　委員長は、パートナーシップ委員会を代表し、会務を総理する。
　４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務　
　　を代理する。
（会議）
　第６条　会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
　２　会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
（会議の傍聴）
　第７条　会議は、公開とする。ただし、議決により非公開とすることが　
　できる。
　２　委員長は必要があると認めるときは、傍聴者の人数を制限し、又は　
　　　傍聴人の退場を命ずることができる。
（意見の聴取等）
　第８条　委員長は、必要と認めるときは、パートナーシップ委員会に関　
　係者の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
（事務局）
　第９条　パートナーシップ委員会の事務局は、保健環境部内に置く。
（委任）
　第１０条　この要綱に定めるもののほか、パートナーシップ委員会の運　
　営に必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。
　付　則
　この要綱は、２０１９年３月１日から実施する。
　この要綱の施行後、最初に開催されるパートナーシップ委員会は、第６条
　第１項の規定に関わらず市長が招集する。
　この要綱の施行後、最初に開催されるパートナーシップ委員会の選任され
　た委員の任期は、第４条の規定に関わらず選任の日から２０２０年１２月
　３１日までとする。

小川専務理事からホニアラ市長へ
西宮市長のメッセージを手渡す

■構成

式典で紹介された石井登志郎西宮市長のメッセージ

JICAソロモン諸島支所長からの祝辞

市民 行政事業者
全国女性評議会協会　
フレンズ・オブ・シティー
YMCA

ホニアラ市役所教育部　
ホニアラ市役所環境保健部　
ソロモン諸島教育・人的資源開発省　
ソロモン諸島森林省国立植物園　
ソロモン諸島環境・気候変動・防災・気象省
ソロモン諸島国立大学　
国連開発計画　

ISI AKSONシアターアートトラスト　
デザインアンドテクノロジー　
商工会議所
ソロモン廃棄物協会　

■これまでの活動
ユースアクションプラン選考

パートナーシップ委員会会議の様子

　　中学生、高校生、大学生の各部門にパートナーシップ委員会のメンバーが分かれ、事前に協議していた評価ポイントに　
　　基づいて、選考を行いました。

　　　　
　　宣言文案についてはホニアラ市が原案を作成し、様々なセクターが参加するパートナーシップ委員会において数回に　
　　わたる協議を行い、最終案が作成されました。こうしたまちづくりに関する宣言文案を官民協働で議論し、合意形成を　
　　図っていくことができたことが重要な取り組みだったと言えます。

　　パートナーシップ委員会の議長に市民組織であるフレンズ・オブ・シティの代表が務めていることもあり、市街地の清掃　
　　活動、都市宣言記念式典の広報ちらしの配布などが行われました。

環境学習都市宣言案の検討

都市宣言関連事業の検討実施
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ホニアラ市環境教育・環境学習推進プランの策定と展開に向けて
　ホニアラ市における環境教育・環境学習を総合的・体系的に
推進していくための計画です。カウンターパートであるホニアラ
市保健環境部長と協議し、以下の計画を策定しました。
　今後、行政のみならず市民や事業者との連携により、全ての
市民が「環境学習都市ホニアラ」を実感できるよう、計画に掲げ
た課題を地域や学校、事業所など個々のフィールドで具体的に
実践していきます。
■ 名　称
　　ホニアラ市環境教育・環境学習推進プラン
■ 目　的
　　ホニアラ市が抱える様々な環境課題や地球環境問題を、
　市民・事業者・行政・学校などがともに学び、支え合うことを通
　じて、持続可能な地域づくりを推進していくことを目的とする。
■ 計画期間
　　5年間（2019年1月～2024年12月）
■ 実施主体
　　ホニアラ市役所環境保健部
　　ホニアラ市パートナーシップ委員会
■ 計画内容
　(1)計画策定の背景
　　①環境に関する国内外の動向
　　②ホニアラ市の課題とこれまでの取り組み
　(2)ホニアラ市の環境
　　①環境の概要
　　　＊歴史　＊理的環境　＊自然環境　＊生活環境
　　②環境教育・環境学習の取り組みの現状
　　　＊学校教育で　＊学校教育以外で
　(3)環境教育・環境学習計画が目指すもの
　　①基本的な考え方　②計画の目標　③計画の対象
　　④計画の位置づけ　⑤計画の期間
　(4)環境教育・環境学習計画の構成
　　①目指すべき社会像と環境課題
　　　＊資源循環社会（廃棄物処理、３Ｒ＋リターン、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンポスト）

　　＊自然共生社会（自然体験活動、市民自然調査、
　　　　　　　　　　　　　　　　　  生物多様性保全）　　　
　　＊低炭素社会（節電などエネルギー使用抑制）
　　＊安全安心社会（保健衛生意識の向上、美化活動、自然災害）
　②計画の具体的な取り組み
　　＊学校教育での取り組み
　　　・各校種の教科で取り上げられている環境問題の抽出と　　　
　　　  体系的整理
　　　・教員研修を通じた学校における環境教育の促進
　　　・学校生活及び学校の環境改善を通じた取り組み
　　　　（エコスクール）
　　＊学校教育以外での取り組み
　　　・地域における生活環境改善を通じた取り組み
　　　・市内一斉清掃などの美化活動
　　　・企業の社会貢献活動との連携
　　　・教会における環境教育の促進
　　＊各年齢層に応じた環境学習プログラムや教材の開発
　　　・地域への愛着を促進するための地域理解教材の開発と　　
　　　  教育実践
　　　・体験活動を取り入れた学習プログラムの開発、自然教育、
　　  　コンポスト・食農教育、廃棄物教育など
　　＊環境学習施設フィールドの整備とネットワーク化
　　　・廃棄物学習センター（ラナディダンプサイト）
　　　・コンポスト学習センター（ソロモン諸島国立大学）
　　　・自然学習センター（ソロモン諸島国立植物園）
　　　・その他関連施設の抽出とネットワーク化
　　＊市民の環境学習を促進するための各種支援策の整備
　　　・環境学習情報の整備やホームページの作成
　　　・体験的環境学習バスなどの車両配置
(5)推進体制の確立
　①環境教育・環境学習計画推進委員会の設置
　②計画の効果的な実施
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　環境学習プログラムを開発し、センターの役割を高める
廃棄物、コンポスト、自然環境をテーマとした環境学習セン
ターをラナディダンプサイト、ソロモン諸島国立大学、森林
調査省植物園の3ヶ所に設置しました。2020年中には、そ
れぞれの学習センターにおいて体験型の学習プログラム
を開発していきます。子どもから大人までのホニアラ市民
が各施設を訪れ、総合的な学びを経験してくれることを願
っています。

　地域学習教材「わたしたちのホニアラ」の発行に向けて小学
4年生か5年生を対象としたホニアラ市を学ぶための副教材を
作成します。この副教材はソロモン諸島教育・人材省が作成し
ているカリキュラムに基づくもので、小学校の教員による編集
会議を組織し、企画・編集、資料収集、執筆作業を担ってもらい
ます。2021年度後半には出版したいと考えています。

環境学習センター（廃棄物）環境学習センター（コンポスト）

学習センターでの体験的学習プログラムの開発 地域学習教材の作成

今後のスケジュール




